
カ
ー
ド
で
の
納
付
は
市
国
保
年
金

課
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
前
納
の
申
し
込
み
お
よ

び
4
月
分
か
ら
新
規
に
口
座
振
替
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
付
を

開
始
希
望
の
人
は
、
今
月
中
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
（
申
し
込
み

が
遅
れ
る
と
、
手
続
き
が
間
に
合

わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　
詳
し
く
は
左
記
へ
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

架
船
橋
年
金
事
務
所
（
緯
0
4
7

―
4
2
4
―
8
8
5
4
）、国
保
年

金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
（
緯
内

線
2
8
9
・
2
9
9
）。

国
民
年
金
保
険
料
を

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

申
告
す
る
人
へ

　
平
成
　
年
　
月
1
日
か
ら
　
月

22

10

12

　
日
の
間
に
、
初
め
て
国
民
年
金

31保
険
料
を
納
付
し
た
人
に
は
、
今

月
初
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
の
は
が
き
が

郵
送
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
　
年
1
月
か
ら
9
月
　
日

22

30

ま
で
に
納
付
し
た
人
へ
は
、
昨
年

の
　
月
に
郵
送
済
み
。

11
　
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
し
た

全
額
が
、
所
得
税
・
市
県
民
税
な

ど
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
る
の
で
、
申
告
を
行
う
ま
で
、

証
明
書
を
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

　
証
明
書
の
再
発
行
な
ど
、
控
除

証
明
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

は
左
記
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
か
け

く
だ
さ
い
。

架
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
緯
0

5
7
0
―
0
7
0
―
1
1
7
・
平

成
　
年
3
月
　
日
ま
で
）。

23

15

Ｉ
Ｐ
電
話
（
緯
0
3
―
6
7
0
0

―
1
1
3
0
・
通
話
料
金
は
利
用

者
の
負
担
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
）。

準
を
満
た
さ
な
い
構
造
を
使
用
し

て
の
焼
却
も
野
焼
き
と
同
じ
扱
い

に
な
り
ま
す
。

　
野
焼
き
は
「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
で
罰
則

の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
（
5
年

以
下
の
懲
役
も
し
く
は
1
街
0
0

0
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
併

科
）。
　
農
業
で
も
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
や
ビ
ニ
ー
ル
の
焼
却
な
ど
は
絶

対
に
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ご
み
は
定
め
ら
れ
た
処
理
方
法

で
適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

架
ク
リ
ー
ン
推
進
課
ク
リ
ー
ン
推

進
班
（
緯
内
線
3
8
2
）、
環
境

保
全
課
環
境
指
導
班
（
緯
内
線
3

6
3
）。

船
橋
市
北
部
清
掃
工
場
建
替

事
業
環
境
影
響
評
価
書
の
縦
覧

　
船
橋
市
で
は
、
老
朽
化
が
進
む

北
部
清
掃
工
場
（
大
神
保
町
）
の

建
て
替
え
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
北
部
清
掃
工
場
建
替
事

業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
を
と

り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
千
葉
県

環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

胸
縦
覧
期
間
お
よ
び
時
間
…
2
月

1
日
峨
～
　
日
峨
・
午
前
9
時
～

15

午
後
5
時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）。

胸
縦
覧
場
所
…
市
環
境
保
全
課
、

千
葉
県
環
境
政
策
課
。

架
千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策

課
（
〒
2
6
0
―
8
6
6
7
千
葉

市
中
央
区
市
場
町
1
―
1
・
緯
0

4
3
―
2
2
3
―
4
1
3
5
）。

（５）平成２３年（２０１１）２月１日号

環
境

粗
大
ご
み
収
集
と

燃
や
さ
な
い
ご
み
・
粗
大

ご
み
の
直
接
搬
入
を
休
止

　
印
西
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
、

2
月
　
日
華
～
　
日
蚊
の
間
、
粗

11

20

大
ご
み
・
燃
や
さ
な
い
ご
み
処
理

施
設
の
定
期
修
繕
を
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
修
繕
期
間
中
、
粗

大
ご
み
の
収
集
お
よ
び
直
接
搬
入
、

燃
や
す
ご
み
・
有
害
ご
み
の
直
接

搬
入
を
次
の
と
お
り
休
止
し
ま
す
。

胸
粗
大
ご
み
…
修
繕
期
間
中
の
粗

大
ご
み
の
収
集
お
よ
び
直
接
搬
入

を
休
止
し
ま
す
。
な
お
、
粗
大
ご

み
の
受
付
業
務
は
修
繕
期
間
中
も

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
粗
大
ご
み

収
集
事
務
所
（
緯
碓80 
8
6
8
6
）

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

胸
燃
や
さ
な
い
ご
み
・
有
害
ご
み

…
修
繕
期
間
中
の
燃
や
さ
な
い
ご

み
お
よ
び
有
害
ご
み
の
直
接
搬
入

を
休
止
し
ま
す
。
な
お
、
燃
や
さ

な
い
ご
み
、
有
害
ご
み
の
集
積
所

の
収
集
は
、
通
常
ど
お
り
実
施
し

ま
す
。

　
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

架
ク
リ
ー
ン
推
進
課
ク
リ
ー
ン
推

進
班
（
緯
内
線
3
8
3
）。

ご
み
の
野
焼
き
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
家
庭
や
事
業
所
か
ら
出
た
ご
み

の
野
外
焼
却
、
い
わ
ゆ
る
「
野
焼

き
」
は
、
廃
棄
物
の
不
適
正
な
処

理
の
防
止
や
周
辺
地
域
の
生
活
環

境
に
与
え
る
影
響
か
ら
一
部
の
例

外
を
除
い
て
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
ま
ま
積
み
上
げ
て
燃
や
し

た
り
、
穴
を
掘
っ
て
燃
や
し
た
り

す
る
ほ
か
、
ド
ラ
ム
缶
な
ど
の
基

2月282月28日日俄俄はは国民健康保険国民健康保険税税・・
後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料の納期限の納期限
　2月28日俄は、国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料・介護保険料の納期限日です。納め忘れの
ないようにお願いします。口座振替をご利用の人は、
残高不足のないようご確認ください。
　納付が困難な場合は、そのままにせず下記窓口に
て納付相談をしてください。
【保険税（料）が未納の場合】
　保険税（料）を未納のままにすると、各保険サービスを
利用する際に制限を受ける場合があります。
架【国民健康保険税について】国保年金課保険税班
（緯内線281～284）。
【後期高齢者医療保険料について】国保年金課高齢
者医療年金班（緯内線288・299）。

ぐ
み
の
里

市
民
農
園
利
用
者
を
募
集

胸
利
用
期
間
…
4
月
1
日
～
平
成

農
業

後
期
高
齢
者

 医
療
制
度
加
入
者
で

　
確
定
申
告
さ
れ
る
人
へ

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

平
成
　
年
1
月
1
日
か
ら
　
月
　

22

12

31

日
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
全
額
が
、

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　
確
定
申
告
の
際
、
領
収
書
や
納

付
証
明
書
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
が
、
納
付
さ
れ
た
金
額
を
申

告
書
に
記
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
確
定
申
告
さ
れ
る
人
は
、

次
の
資
料
を
参
考
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

胸
特
別
徴
収
の
人
…
年
金
か
ら
徴

収
（
天
引
き
）
さ
れ
て
い
る
人
に

つ
い
て
は
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票

に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

胸
普
通
徴
収
の
人
…
口
座
振
替
や

納
付
書
で
支
払
い
を
し
た
人
に
は
、

今
年
の
1
月
下
旬
に
市
国
保
年
金

課
か
ら
、
社
会
保
険
料
控
除
の
資

料
と
し
て
『
社
会
保
険
料
控
除
の

お
知
ら
せ
と
納
付
額
の
ご
案
内
』

の
は
が
き
を
送
付
し
ま
し
た
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者

と
し
て
ご
家
族
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
を
口
座
振
替
で
一
緒
に

納
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
納
付
額

の
全
額
が
納
付
し
た
人
の
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
納
付
さ
れ
た
金
額
な
ど
不
明
な

点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
左
記
窓
口

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

架
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金

班
（
緯
内
線
2
8
8
・
2
9
9
）。

収
入
が
な
く
て
も
申
告
を

　
国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
は
、
世
帯
の
前
年

1
年
間
の
総
所
得
金
額
な
ど
が
一

定
額
（
基
準
所
得
額
）
以
下
の
場

合
、
そ
の
所
得
に
応
じ
て
個
人
均

等
割
り
・
世
帯
平
等
割
り
の
軽
減

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
昨
年
の
収
入
が
少
な
か
っ
た
人

や
無
い
人
、
収
入
が
税
金
の
対
象

と
な
ら
な
い
遺
族
年
金
や
障
害
年

金
だ
け
の
人
も
、
市
・
県
民
税
な

ど
の
申
告
が
さ
れ
て
い
な
い
と
所

得
の
把
握
が
で
き
ず
、
軽
減
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

架
国
保
年
金
課
保
険
税
班
（
緯
内

線
2
8
1
）、高
齢
者
医
療
年
金
班

（
緯
内
線
2
8
8
・
2
9
9
）。

年
金
手
帳
を

　
　
お
持
ち
で
な
い
人
へ

　
就
職
な
ど
で
、
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
に
加
入
す
る
際
に
は
、
年

金
手
帳
が
必
要
で
す
。

　
国
民
年
金
の
1
号
被
保
険
者

（
加
入
中
）
の
人
で
、
手
帳
を
紛

失
し
て
し
ま
っ
た
人
は
、
市
国
保

年
金
課
で
年
金
手
帳
の
再
交
付
申

請
を
早
め
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
後
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

新
し
い
手
帳
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

架
船
橋
年
金
事
務
所
（
緯
0
4
7

―
4
2
4
―
8
8
5
4
）、国
保
年

金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
（
緯
内

線
2
8
9
・
2
9
9
）。

国
民
年
金
保
険
料
納
付
に
は

 口
座
振
替
の
前
納
が
お
得
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
次
の
通

り
、
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
で
の
前
納
が
お
得
で
す
。

①
1
年
間
分
の
前
納
。

②
6
カ
月
分
の
前
納
。

③
翌
月
末
振
替
。

④
当
月
末
振
替（
口
座
振
替
の
み
）。

　
平
成
　
年
度
を
例
に
す
る
と
、

22

年
額
保
険
料
1
8
1
街
2
0
0
円

を
納
付
書
、
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
前
納
し
た
場
合
は
1
7

7
街
9
8
0
円
と
な
り
、
3
街
2

2
0
円
の
割
り
引
き
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
口
座
振
替
で
前
納
す
る
と

1
7
7
街
4
0
0
円
と
な
り
、
納

付
書
、
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
前
納
す
る
よ
り
も
、
さ
ら
に

5
8
0
円
の
割
り
引
き
に
な
り
ま

す
。

　
口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
、
金

融
機
関
で
手
続
き
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

国
保

年
金

　
年
3
月
　
日
。

24

31

胸
場
所
…
印
旛
支
所
南
側
。

胸
区
画
面
積
…
　
愛
。

25

胸
募
集
区
画
数
…
7
区
画
。

胸
対
象
…
市
内
在
住
の
人
。

胸
利
用
料
金
…
1
区
画
年
額
9
街

0
0
0
円
。

胸
申
し
込
み
…
電
話
で
左
記
へ

（
先
着
順
）。

※
午
前
　
時
～
午
後
3
時
限
定
。

10

架
ぐ
み
の
里
市
民
農
園
管
理
者
・

吉
岡
（
緯
碓98 
3
7
5
2
）。

　
狂
犬
病
の
発
生
を
予
防
し
、

ま
ん
延
を
防
ぐ
た
め
、
飼
い

主
は
、
次
の
こ
と
を
守
り
、

責
任
を
も
っ
て
適
正
に
飼
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
犬
の
登
録
（
狂
犬
病
予
防

法
）
…
生
後
　
日
以
上
の
犬

91

に
は
、
生
涯
1
回
の
登
録
を

し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
は
、

環
境
保
全
課
・
各
支
所
お
よ

び
滝
野
出
張
所
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　
狂
犬
病
予
防
注
射
（
狂
犬

病
予
防
法
）
…
生
後
　
日
以

91

上
の
犬
に
は
、
毎
年
1
回
、

狂
犬
病
予
防
注
射
を
必
ず
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

　
登
録
鑑
札
と
狂
犬
病
予
防

注
射
済
票
の
装
着
…
犬
の
首

輪
に
は
、
鑑
札
と
注
射
済
票

を
必
ず
付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
飼
い
犬
の
し
つ
け
…
飼
い

主
の
指
示
に
従
う
よ
う
に
、

ま
た
、
人
を
か
ん
だ
り
し
な

い
よ
う
に
し
つ
け
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
飼
い
犬
の
係
留
（
千
葉
県

犬
取
締
条
例
）
…
犬
は
、
必

ず
つ
な
い
で
飼
っ
て
く
だ
さ

い
。
散
歩
は
、
犬
を
制
御
で

き
る
人
が
短
い
引
き
綱
で
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

　
飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
場

合
の
届
け
出
（
千
葉
県
犬
取

締
条
例
）
…
飼
い
犬
が
人
を

か
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、

飼
い
主
は
必
ず
印
旛
保
健
所

（
緯
0
4
3
―
4
8
3
―
1

1
3
3
）
へ
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

架
環
境
保
全
課
環
境
指
導
班

（
緯
内
線
3
6
1
・
3
6
2
）。

 飼
い
犬
に
は
登
録
と

　
　
　
　
　
狂
犬
病
予
防
注
射
を

ご
協
力
を
お
願

い
す
る
ワ
ン
！


